
認定農業者 認定手続き 
 

 

①経営改善計画（案）の作成 

②計画（案）を市役所に提出 

⑤計画（案）の修正 

⑥計画（修正版）を市役所に提出 

⑨計画（修正版）を再修正 

⑩計画（確定版）を市役所に提出 

⑫農政審議会 

(農業関係団体、農業者、行政機関) 

⑬認定書発送 

申請者 市役所 

③計画（案）を受理 

④計画（案）の修正依頼 

⑦計画（修正版）を受理 

⑧事前審査会 

(県、JA、農業委員会、再生協等) 

⑪計画（確定版）を受理 

⑭認定書受領 

・規模拡大目標 

・生産方式合理化の目標 

・経営管理合理化の目標  等 

申請者が計画

内容を説明 

・基本構想に照らし適切か？ 

 （年間農業所得 350万円） 

・農用地の利用が適切か？ 

・達成可能な計画か？ 等 


